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１．政府方針＝「小さな政府」「簡素で効率的な政府」は、

　 公共サービスを後退させ、国の借金を地方と国民に

　 押しつけるものです

Ⅰ． 政府方針と行政現場の実態

－１－

　政府は、人口減少・超高齢社会の到来やグローバル化の進展など、我が国経済社会が大

きな環境変化に直面する中、「小さくて効率的な政府」を実現することを重点課題とした

「構造改革路線」を推し進めていますが、「安心・安全の破壊」、「格差と貧困の拡大」、「地方

切り捨て」を招いて、大きな社会問題となっています。

　そして、「骨太の方針2006」では、経済財政運営の中心課題を「成長力・競争力を強化す

るとりくみ」として、2011年度の「プライマリー・バランスの均衡」を掲げた歳出改革を重

点としています。削減、抑制の対象にあるのは、社会保障費（失業給付の国庫負担、生活保

護基準引き下げ、連続の医療改悪などで1.6兆円）、人件費（公務員純減と賃金水準引き下

げなどで2.6兆円）、公共投資（「5年・15％の削減」などで3.9兆円以上）、その他（ODA削減な

どで3.3兆円以上）などとなっています。

　また、政府は、2006年5月26日に「行革推進法」を成立させました。その基本理念は、国民

生活の安全に配慮しつつ、行政機構の整理及び合理化その他の措置を講ずることにより

行政に要する経費を抑制して国民負担の上昇を抑えることを旨としています。そして、

重点分野の一つである「国家公務員の総人件

費改革」では、2010年度末までの5年間に5％

以上純減することなどが目標設定されました。

加えて、同日、公共サービスの質の維持向上

及び経費の節減を図るという基本理念の下、

「公共サービス改革法」も成立させました。定

員削減のための具体的な手法の一つとして「市

場化テスト」を進めるものです。

　更に6月30日には、国の行政機関の定員の

純減および配置転換、採用抑制等に関する全

体計画が閣議決定され、2005年度末定員数を

基準に2010年度末までの5年間に18,936人（5.7

％）以上の削減が示されました。



２． 公務職場の実態

－２－

① すでに「小さな政府」で行政運営しています

② 国の借金と人件費に

　 相関関係はありません

③ 定員外＝非常勤職員を

　 ３割加え運営

　先進国比較で、人口あたりの公務員数

比率は、最低レベルになっています。アメ

リカやイギリスの半分以下、フランスの3

分の1の職員で運営しています。人件費も

対GDP比で最低です。

　国家公務員は年々減り続け、中央省庁

再編の2001年以降で、国家公務員は約48

万人も減っています。

　しかし、国の借金は増え続け2006年度

で775兆円。

　総定員法の下で、職員定数が減らされ

続けて慢性的な人手不足状態となってい

ます。国の行政機関では、職員の約3割の

非常勤職員国家公務員（有期雇用）を含め

た運営を余儀なくされています。



２．「官から民へ」の影響＝「行き過ぎた規制緩和」で、

　 安心・安全が破壊、違法・脱法が横行、地域間格差が

　 拡大、地方経済が疲弊

－３－

④ 国家公務員の人件費はＧＤＰの1.1％にすぎません

　国家公務員の人件費は一般会計予算

規模（2006年度）の6.8％5.4兆円、対GDP

比で1.1％にすぎません。一方、人事院

勧告は、直接的に約400万人、さらには

民間病院、私立学校、農協職員なども含

めると約740万人にも影響を及ぼし、地

域経済の賃金相場を担う側面ももって

います。公務員の削減や賃金切り下げは、

地域経済疲弊の大きな要因となります。

　「耐震構造偽装事件」「交通機関の相

次ぐトラブル」など、検査・検定を含む

規制緩和で、国民生活を支えるセーフ

ティーネットとしての行政の役割が縮

小するなかで、ルール破壊に結びつい

ています。



－４－

　また、「市場化テスト」は、コスト縮減

が目的のため、労働者の賃金が抑制

されることや業務契約期間が1年から

数年となるため、不安定な非正規労働

者による業務運営で、国や地方自治体

の職場に大量の低所得者を生み出し、

公共サービスの質は著しく低下するこ

とが危惧されます。社会問題となって

いる「ワーキングプア」・使い捨て雇用

の労働者を公務職場から量産しかねま

せん。

　①　行政を縮小し、検査機関まで民間へ耐震構造偽装事件

　②　管理監督が曖昧に、指定管理者制度で埼玉県ふじみ野市プール事故

　③　園長以外が非常勤職員に、指定管理者制度で東京都大田区保育所運営困難

　いずれも、公務員を削減し民間企業による運営で、営利目的のために安全が軽視され、

違法・脱法行為が横行し大きな問題が発生しています。公平・公正・安定的継続性をもっ

て公共サービスを国民に提供するためには、責任の所在や一定のまともなルールが必要

です。

１． 市場化テストとは

Ⅱ． 市場化テストなど公務の民間開放における諸問題

「官民競争入札」とは・・・（公共サービス改革推進室HPより）

○公共サービスについて、「官」と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、

質・価格の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供を担う仕組み

　このように定義づけ、市場化テストなどの民間委託が進められています。入札等につ

いて定める「公共サービス改革基本方針」では、対象とする事業を毎年拡大する方向が示

されています。しかし、公務の特徴は、憲法や法律で定められた国民の権利保障を実現す

る性格にあります。安易な民間委託は、さまざまな問題を生じかねません。



－５－

民間委託が効率的とは言えません

① セーフティネットとは異質の民間ビジネス

　下の表は、厚生労働省が発表した市場化テストのモデル事業に関する実績です。民間

委託と、似通った労働市場の地域で国が直接行った実績を比較したものです。業務の「質」

である正社員求人の割合、「価格」である求人充足１人あたりの経費のいずれも、国の直

営がはるかに上回っています。公務に限らず、経験やノウハウの蓄積がなければ、利用者

の期待にこたえる業務運営はできないことが実証されたと言えます。

３． 民間開放の本質と諸問題

２． 市場化テストモデル事業の実例

　人材紹介企業のセールスポイントは「非公開」かつ「高年収」の求人情報を持っている点に

ある。主としてホワイトカラーを中心に、彼らが転職することにより、生活が以前よりも豊か

になるようなイメージが「売り」である。（略）しかし、バラ色のイメージとは裏腹に、実情はか

なり厳しいのが現実である。しかし、マイナスイメージは致命的であるため、イメージ情報は

プラスのものしか、流していない。よく、ハローワークと民間の職業紹介業を比較しているも

のがあるが、そもそも、前提が違うことに留意したい。

　公務は、国民すべてを対象にサービスを提供します。言わばセーフティネットの役割

を担うものです。一方民間企業は、ビジネス（儲け）の対象にならない地域や国民は対象

としません。ハローワークに関し、りそな総合研究所(株)の「ハローワークにおけるサー

ビス提供マネジメント体制に関する調査報告書」（2006年2月）はこう指摘します。

　格差と貧困が社会問題化する中、国民のセーフティネットは公務で維持すべきです。



－６－

② 公務職場で拡大する「ワーキング・プア」

③ 労働者の賃金確保こそ急務

（契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の

手続）

　第八十五条　各省各庁の長は、会計法第（略）の規定により、必要があるときは、前条に規定する契

約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

　こうした実態を放置するなら、地域の労働者の賃金水準が低下します。それは、住民の

購買力を失わせ、地域経済を疲弊させるだけでなく、出生率のさらなる低下や、治安の悪

化などさまざまな深刻な問題を生じることにつながります。

　そのため、賃金抑制競争に歯止めをかけ、労働者に、最低でも独立できる賃金を保障す

ることが重要となります。

　「国の予算決算及び会計令」には、低価格での入札があった場合に、業務が履行されな

いおそれがある場合の「基準」を各省が作れる規定が置かれています。この「基準」に、賃

金に関する事項を盛り込み、「ワーキング・プア」を作らない審査をしっかり行うことが

必要です。

　将来的には、こうした賃金確保に関する事項を法律化し、国の各省庁や自治体に履行

させることが必要だと考えます。

予算決算及び会計令

　市場化テストでは、「質・価格の両

面で最も優れた者」が業務を担うと

していますが、その「質」はどう判断

するのでしょうか。実際の入札では、

参加企業が提出する「企画書」の内

容を検討して行います。つまり、企

業がそれなりの内容を紙に書いて

提出すれば、結局は価格競争となり

ます。公務の特徴は、人件費の占め

る割合が高い点にあり、価格競争は

人件費の抑制競争に向かわざるを

得ません。国や自治体の職場で、フルタイムで働いても最低賃金水準以下の賃金しか得

られない「ワーキング・プア」と呼ばれる働く貧困層を、大量に作り出すことになりかね

ません。

　こうした問題は、すでに地方自治体で顕在化しています。2007年2月24日付週刊「東洋

経済」誌では、委託先の労働者が、最低賃金以下で働く実態が指摘されています。



－７－

① 賃金不払いの是正指導

② 偽装請負の是正指導

③ 密輸等の検査摘発

行政が秩序ある社会発展をサポートしています

　サービス残業などの賃金未払いに関して、2005年度には、1,524社を是正指導し、233億

円を労働者に給付されたのは、労働行政です。

　法違反の偽装請負に関して、2005年度には、6,068件の事業所を調査

し、59.6％是正指導したのは、労働行政です。

　狂牛病に関して、2005年に輸入牛肉の危険部位混入を検査摘発したの

は、税関行政です。

Ⅲ． 国民生活を支える行政



－８－

① 消費税の増税分が法人税の減収に是正指導

② 法人３税は7.3％も減

③ 租税特別措置等の見直しを

④ 例えば、トヨタ自動車の
　 法人税率は30.7％(7.2％減)

不公平税制の是正＝利益の再配分を求めます

　日本経済は、2002年2月からの景気拡大局面は、高度成長期の「いざなぎ景気」を超え、

戦後最長になったとされ、資本金10億円以上の大企業は、10年間で経常利益を2.1倍、

2005年には29.4兆円になりました。大企業には、社会的責任（CSR)があります。莫大な利

益を社会に還元し、応分の負担をさせることが求められます。

　1989年に導入され17年が経過した消費税は、累計で175兆円に及びますが、法人税率の

引き下げなどで、法人税の減収分累計は、160兆円となり、消費税が補う形となっています。

　最近の10年間の各部門の税収変化は、大

企業の税負担が7.3％減。研究開発投資、事

業税の外形課税なども加え、大企業だけは

優遇されています。

　大企業に対する特権的減免税などの不公

平税制は、22項目にものぼり、その額は、14

兆円を上回っています。

　2005年度の純利益が1兆円以上あるトヨ

タ自動車は法定実効税率が39.9％にもかか

わらず、30.7％と、各種優遇税制で7.2％も

税金逃れをしています。

Ⅳ． 国家財政の再建に向けた問題意識



－９－

＜国公労連の加盟組合＞

わたしたちは、以下の事項を要請します。

総理府労働組合連合会【内閣府、総務省、独立行政法人】

全行管職員組合【総務省行政管理局･行政評価局、地方行政評価局など】

全法務省労働組合【法務省、法務局、保護局など】

全国税関労働組合【税関】

全国税労働組合【国税局、税務署など】

文部省職員労働組合【文部科学省、独立行政法人】

全厚生労働組合【厚生労働省、社会保険事務局、社会保険事務所､試験研究機関｡独立行政法人など】

全日本国立医療労働組合【ナショナルセンター病院、独立行政法人国立病院機構】

全経済産業労働組合【経済産業省、地方経済産業局、独立行政法人など】

全運輸労働組合【国土交通省、地方運輸局、航空局、航空交通管制部、独立行政法人など】

全運輸省港湾建設労働組合【国土交通省、地方整備局、整備事務所】

全気象労働組合【気象庁、管区気象台、地方気象台、測候所】

全情報通信労働組合【総務省情報通信政策局・総合通信基盤局、地方総合通信局、独立行政法人】

全労働省労働組合【厚生労働省、都道府県労働局、公共職業安定所、労働基準監督署】

国土交通省全建設労働組合【国土交通省、地方整備局、工事事務所、独立行政法人など】

人事院職員組合【人事院】

全司法労働組合【最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所など】

沖縄総合事務局開発建設労働組合【沖縄総合事務局開発建設部、事務所】

国家公務員一般労働組合【本府省の非常勤職員など】

〈オブザーバー加盟〉国家公務員共済連合会病院労働組合、国家公務員共済連合会宿泊施設労働組合、

全国大学高専教職員組合

　１．国民の権利保障を後退させる公務・公共サービスの民営化や「市

　　場化テスト」の安易な導入は行わないこと。

　２．公務・公共サービスを民間委託する際には、コストを偏重するこ

　　となく、入札する事業者に対し、業務の質の確保をいかに図るか明

　　らかにさせるとともに、雇用する労働者が自立して生活できる賃

　　金を保障させること。

Ⅴ． 要請項目および要請団体の紹介

国公労連は、国の機関や独立行政法人で働く職員（非常勤職員含む）で組織

する労働組合で、現在、正式加盟19組合、12万人の組合員を要しています。

〈資料〉
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